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予算・臨時会

条例・意見書

一般質問

議案の結果

7
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10

て
い
ま
す
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
考
え

る
と
リ
ー
ス
の
方
が
財
政
上
有
利
と

判
断
し
ま
し
た
。
リ
ー
ス
期
間
は
10

年
で
す
。
小
学
校
の
空
調
機
は
、
前

年
度
ま
で
に
す
べ
て
設
置
済
み
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開
始

後
期
高
齢
者
医
療
特
定
健
診
業
務
委
託
料

1
、3
5
4
万
円

　

国
保
な
ど
の
特
定
健
診
か
ら
外
れ
る

75
歳
以
上
の
方
の
健
診
は
介
護
保
険

と
の
関
係
で
ど
う
な
る
の
か

　

75
歳
以
上
の
方
に
は
、
市
に
県
の
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
方
か
ら

委
託
事
業
が
き
ま
す
。
本
市
で
は
、

こ
れ
で
介
護
予
防
を
含
め
健
診
な
ど

75
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
も
一
定
程

度
は
充
実
し
た
形
を
と
れ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

３
月
定
例
会
で
決
ま
っ
た
こ
と

後期高齢者医療制度スタート

■3月定例会開催状況
2月 20   
 21   
 27   
 28   
 29   
3月 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 10   
 11   
 13   
 17   

平成19年度
補正予算に関する

5議案を可決しました。

　

11
月
第
３
週
の
日
曜
日
の
予
定
で
、

会
場
は
樹
林
公
園
、
総
合
体
育
館
と

い
う
形
で
進
め
て
い
ま
す
。
農
業
祭

と
市
民
ま
つ
り
を
統
合
し
て
、
総
合

的
な
市
民
ま
つ
り
と
い
う
こ
と
で
の

実
施
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
景
観
条
例
及
び
景
観
計
画
策
定

景
観
計
画
策
定
業
務
委
託
料1

9
2
万
円

　

景
観
条
例
及
び
景
観
計
画
策
定
の
業

務
委
託
料
の
内
容
は

　
「
み
ど
り
豊
か
な
人
間
都
市
、
和
光
」

の
実
現
を
目
標
に
景
観
条
例
制
定
の

た
め
に
、
市
民
に
声
を
か
け
て
、
市

民
の
声
を
反
映
す
る
計
画
策
定
の
業

務
委
託
を
考
え
て
い
ま
す
。

市
内
中
学
校
空
調
機
設
置

設
置
工
事
費
及
び
空
調
機
借
上
料

1
、3
3
6
万
円

　

中
学
校
空
調
機
の
設
置
管
理
業
務
委

託
料
の
内
容
は

　

大
和
中
学
校
は
23
室
25
台
、
第
二
中

学
校
は
15
室
16
台
、
第
三
中
学
校
は

16
室
17
台
、
計
54
室
58
台
を
計
画
し

消
防
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

工
事
請
負
費　

 

4
億
9
、0
0
0
万
円

（
平
成
21
年
度
に
2
億
1
、4
0
0
万
円

の
合
計
7
億
4
0
0
万
円
）

　

和
光
消
防
庁
舎
建
設
工
事
に
つ
い
て

　

他
市
の
庁
舎
や
訓
練
塔
を
参
考
に
、

非
常
時
・
災
害
時
に
お
け
る
役
割
を

十
分
果
た
せ
る
よ
う
、
最
新
の
機
能

を
持
っ
た
消
防
署
庁
舎
、
訓
練
塔
及

び
無
線
指
令
施
設
の
建
設
工
事
を
行

い
ま
す
。

水
道
料
金
に
つ
い
て

　

和
光
市
の
水
道
基
本
料
金
は
、
20
㎥

ま
で
13
ミ
リ
1
、4
2
8
円
、
20
ミ

リ
1
、7
1
4
円
で
、
安
い
方
と
い

う
が
、
現
時
点
の
県
内
の
状
況
は

　

和
光
市
は
、
県
内
で
4
番
目
に
水
道

料
金
が
安
い
団
体
で
す
。
県
水
が
３

年
間
料
金
を
変
え
な
い
見
込
み
な
の

で
、
平
成
20
年
か
ら
平
成
22
年
ま
で

３
年
間
は
現
在
の
水
道
料
金
を
据
え

置
き
ま
す
。

市
民
ま
つ
り
に
つ
い
て

市
民
ま
つ
り
補
助
金
な
ど　
6
8
0
万
円

　

市
民
ま
つ
り
に
つ
い
て
詳
細
を

※千円の位を四捨五入

平成20年度各会計当初予算

補正予算

平成20年３月定例議会が２月20日から３月17日まで27日間にわたって開かれまし
た。今定例会は市長から提出された諮問１件、議案33件が提出されました。また、議
員から意見書案４件が提出されました。そのあらましをお知らせします。

※
用
語
解
説
に
つ
い

て
は
次
の
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
。

委員会での主な質疑応答

平成20年第1回臨時会で決まったこと
●職員の給与に関する条例及び和光市一般職
の任期付職員の採用等に関する条例の一部
を改正する条例を定めることについて
　人事院勧告を受けて、給料を平均0.16％引
き上げ、勤勉手当の支給率を年間で100分の
5を引き上げました。また、扶養手当につい
て、子どもに係る給与月額を500円引き上げ
て6,000円を6,500円とすることを決めました。

▲今年は農業祭と合同で行われる市民まつり
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 会　計　別 補　正　額 補正後の総額 主な内容（○は歳入、●は歳出）

一般会計 1 4,487 224 9,434

 1 4,549
 1,730

 1,116
 7,000

特
別
会
計

国民健康保険 1 6,146 60   889
老 人 保 健 9,452 32   161
介 護 保 険 66 21 5,586
下水道事業 1,157 14   718

会　計　名 予　算　額 増　減　額 前年 度比
一 般 会 計 221 2,000 4 4,300 2.0%

特
別
会
計

国民健康保険 53 6,093 587 0.1%
後期高齢者医療 4 3,795 4 3,795
老 人 保 健 5 8,631 25 9,283 81.6%
介 護 保 険 22 9,571 2 2,899 11.1%
下 水 道 事 業 14 1,988 2,344 1.7%

計 101       78 19    832 15.9%
水道事業会計 20 6,391 8,852 4.5%
総 計 342 8,469 13 7,680 3.9%



　

市
が
推
進
す
る
協
働
・
市
民
活
動
の

促
進
を
目
指
す
組
織
の
設
置
と
し
て
市

民
活
動
推
進
課
の
新
設
、各
種
の
相
談
・

苦
情
の
受
付
な
ど
を
行
う
組
織
と
し
て

市
民
相
談
室
の
新
設
、
各
種
事
務
の
効

害
等
の
見
舞
金
支
給
対
象
者
の
拡
大

（
非
常
勤
嘱
託
職
員
、
臨
時
職
員
及
び

消
防
団
員
な
ど
）、
休
憩
時
間
の
変
更

（
閉
庁
時
間
が
15
分
延
長
）
の
た
め
に

●
和
光
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

●
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種

類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て●
和
光
市
職
員
公
務
災
害
等
見
舞
金
支

給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
始
ま
っ
た
、す
べ
て
の
75
歳

以
上
の
方
（
一
定
の
障
害
を
お
持
ち
で

認
定
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
方
を
含
む
）

を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
市
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
と
そ
の
制

度
開
始
に
よ
る
規
定
の
整
備
の
た
め
に

●
和
光
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支

給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

法
律
改
正
に
よ
る
条
文
の
整
理
・
整

備
な
ど
の
た
め
に

●
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
入
学
準
備
金
融
資
条
例
及
び

和
光
市
乳
幼
児
医
療
費
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
庭
球
場
設
置
及
び
管
理
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

●
和
光
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て

●
和
光
市
融
資
審
査
会
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

人
事
案
件

　

人
権
擁
護
委
員
に
鈴
得
敏
明（
す
ず
え

と
し
あ
き
）氏
の
任
期
満
了
に
伴
い
引
き

続
き
同
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て

率
化
を
目
的
と
し
た
組
織
改
正
及
び
坂

下
出
張
所
の
設
置
の
た
め
に

●
和
光
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

●
和
光
市
役
所
出
張
所
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て

　

長
期
間
に
わ
た
る
育
児
と
仕
事
の
両

立
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
小
学
校
就
学

前
ま
で
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
育
児
の

た
め
の
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入
（
支

給
給
与
は
減
額
さ
れ
ま
す
）、
職
員
の

自
己
啓
発
の
た
め
の
大
学
等
課
程
の
履

修
（
支
給
給
与
は
減
額
さ
れ
ま
す
）
や

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
が
行

う
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る
奉
仕
活
動

（
国
際
貢
献
活
動
）
を
可
能
と
す
る
た

め
の
２
年
間
の
休
業
制
度
の
導
入
（
給

与
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
勤
務
職
員
数
の
減
少
に
対
す
る

任
期
付
職
員
の
採
用
の
拡
大
、
公
務
災

適
任
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
和
光
市
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
に
餌
取
泰
子（
え
と
り
や
す
こ
）

氏
の
任
期
満
了
に
伴
い
引
き
続
き
同
氏
を

選
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

身
近
な
地
域
で
安
心
し
て
出
産

が
で
き
る
助
産
所
の
存
続
を
求

め
る
意
見
書         

（
可
決
）

　

助
産
所
の
存
続
の
た
め
、
国
及
び
地

方
自
治
体
が
嘱
託
医
、
嘱
託
医
療
機
関

を
確
保
す
る
こ
と
、
救
急
搬
送
の
支
援

を
講
ず
る
こ
と
、
助
産
師
養
成
の
促
進

を
す
る
こ
と
な
ど
を
要
望
し
ま
す
。

中
小
・
零
細
企
業
底
上
げ
対
策

の
一
層
強
化
を
求
め
る
意
見
書

（
可
決
）

　

政
府
に
対
し
、
中
小
・
零
細
企
業
へ
の

金
融
支
援
、
経
営
相
談
窓
口
の
構
築
な

ど
中
小
・
零
細
企
業
底
上
げ
対
策
の
一
層

強
化
を
図
る
よ
う
、
強
く
要
望
し
ま
す
。

地
デ
ジ
放
送
の
受
信
対
策
の
推

進
を
求
め
る
意
見
書 

（
可
決
）

　

視
聴
者
の
負
担
軽
減
、
サ
ー
ビ
ス

体
制
の
整
備
、
自
治
体
負
担
の
支
援

策
な
ど
政
府
を
挙
げ
た
取
り
組
み
を

求
め
ま
す
。

消
費
税
増
税
の
ス
ト
ッ
プ
を
求

め
る
意
見
書         

（
否
決
）

　

政
府
の
消
費
税
増
税
路
線
政
策
の
転

換
を
強
く
求
め
ま
す
。

駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て

問
▼

建
設
部
長
▼

 

並
木
修
二
（
和
光
を
良
く
す
る
会
）

公
共
工
事
の
検
査
強
化
の

具
体
策
に
つ
い
て

問
▼

企
画
部
長
▼

 

須
貝
郁
子
（
新
し
い
風
）

地
域
セ
ン
タ
ー
は
民
間
建
物
を
改

修
・
転
用
し
て
コ
ス
ト
削
減
を

問
▼21

20

市
民
環
境
部
長
▼

 

井
上　

航
（
新
し
い
風
）

女
性
の
健
康
を
支
援
す
る
た
め

女
性
総
合
健
康
診
査
の
拡
充
を

問
▼

保
健
福
祉
部
長
▼

16

19

20

 

村
田
富
士
子
（
公
明
党
）

公
共
工
事
の
発
注
・
検
査
業
務
の

見
直
し
と
来
年
度
の
施
策
は

問
▼

総
務
・
企
画
部
長
▼

19

10

20

 

西
川
政
晴
（
新
し
い
風
）

一般質問

予算案のほかに
市長から条例案18件、その他議案２件が
提出され、慎重な審議が行われ
すべて可決されました。

条例
　一般質問とは、議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針など
をただすもので、定例会に限って行われます。質問を希望する議員は、議長に
対して質問事項を通告し、執行機関に答弁を求めます。

　今定例会の一般質問は、3 月 5・6・7・10・11日の 5 日間行われ、19名
の議員が市政全般の諸問題について質問をしました。数多くの質問の中から一
議員について一項目を選び、質問と答弁の要旨を紹介します。（発言順）

市 政
に対 する

MAY. 2008 8

後期高齢者
医療制度とは
　国の医療制度改革のひとつで、「高齢者
の医療の確保に関する法律」に基づき従来
の老人保健に代わるものとして、他の保険
とは独立した医療保険制度のことです。
　この保険制度を運営するのは、都道府県
ごとに設立された後期高齢者医療広域連合
ですが、各種届出の受付や被保険者証の引
き渡しなどの窓口業務は市が行います。
　ここでいう後期高齢者とは、75歳以上の
方全員（一定の障害があり広域連合に認
定された65歳以上の方を含む）で、70歳か
ら74歳までの方を前期高齢者と呼んでいま
す。これらの高齢者の方が医療機関に支払
う窓口負担は、今年度については原則１割
負担（現役並の所得のある人は３割負担）
で、月ごとの上限額なども変わりません。
　ただし、後期高齢者医療制度では保険料
の負担が個人ごととなり、原則として年金
からの徴収になります、また保険料の額も
変更になります。

用語解説

議員から意見書
案4件が提出さ
れ、可決された
意見書は関係
機関に送付しま
した。

意見書



後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
問
題
点

と
行
政
の
対
策
と
大
要
に
つ
い
て

問
▼

10

25

保
健
福
祉
部
長
▼

 
山
本
軍
四
郎
（
社
会
民
主
党
）

市
内
の
緑
化
対
策
に
つ
い
て

問
▼

市
民
環
境
部
長
▼

7
5
0

95

69

4
0
0
0

3
0
0

5

6

 

齊
藤
秀
雄
（
新
緑
会
）

財
政
デ
ー
タ
を
分
か
り
や
す
く
説

明
す
る
財
政
白
書
の
公
表
を

問
▼

総
務
部
長
▼

 

松
本
武
洋
（
新
し
い
風
）

ふ
れ
あ
い
の
森
の
管
理
は

問
▼

市
民
環
境
部
長
▼

 

堀　

文
雄
（
緑
風
会
）

環
境
問
題
や
ゴ
ミ
の
減
量
化
の
た

め
の
エ
コ
ス
ト
ア
制
度
の
推
進
を

問
▼

市
民
環
境
部
長
▼

 

斉
藤
克
己
（
公
明
党
）

副
都
心
線
開
業
で
新
宿
・
渋
谷
へ

直
結
し
た
時
の
子
ど
も
へ
の
影
響

問
▼

教
育
長
▼

 

栁
下
長
治
（
緑
風
会
）

学
校
の
指
導
等
に
つ
い
て
の
意
見

申
し
立
て
は
ど
こ
へ
？

問
▼

教
育
長
▼

企
画
部
長
▼

19

4

 

荻
野
比
登
美
（
和
光
市
民
ネ
ッ
ト
）

中
学
校
卒
業
ま
で

医
療
費
助
成
の
拡
充
を

問
▼

保
健
福
祉
部
長
▼

 

上
野
君
子
（
日
本
共
産
党
）

青
少
年
の
育
成
推
進
環
境
は

問
▼

市
民
環
境
部
長
▼

 

野
口　

保
（
緑
風
会
）

西
大
和
団
地
住
民
の

安
定
し
た
居
住
の
保
障
を

問
▼

企
画
部
長2

0
1
1

 

吉
田
け
さ
み
（
日
本
共
産
党
）

市
内
中
学
校
の
状
況
把
握
と
教
育

委
員
会
と
し
て
の
適
切
な
対
応
を

問
▼

教
育
長
▼

 

熊
谷
二
郎
（
日
本
共
産
党
）

葬
祭
場
建
設（
外
環
上
部
）の

推
進
状
況

問
▼

市
長
▼

 

阿
部
か
を
る
（
公
明
党
）

差
別
的
医
療
制
度
で
あ
る

後
期
高
齢
者
医
療
は
中
止
撤
回
を

問
▼

75

保
健
福
祉
部
長
▼

75

74

 

佐
久
間
美
代
子
（
日
本
共
産
党
）

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
」

と
危
機
管
理

問
▼

64

保
健
福
祉
部
長
▼

 

山
口
慶
子
（
公
明
党
）

●詳しくは会議録（5月下旬発行予定）をご覧ください。以前の会議録も市役所・公民館（中央、坂下、南）・図書館に備えてあります。9  MAY. 2008



議案の結果
３月定例会市長提出議案 〇：賛成　×：反対　退席 : 退

第１回臨時会市長提出議案

会派名　（　）内は所属人数
件　　名

緑風会
（5） 

公明党
（4） 

日　本
共産党
（4） 

新しい風
（4） 

和光市民
ネット
（1） 

和光を良
くする会
（1） 

社　会
民主党
（1） 

新緑会
（1） 議決結果

和光市部設置条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
和光市役所出張所設置条例の一部を改正する条例を定めることにつ
いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ
とについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する
条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を定めること
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の自己啓発等休業に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
職員の修学部分休業に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
和光市職員定数条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
和光市職員公務災害等見舞金支給条例の一部を改正する条例を定め
ることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市入学準備金融資条例及び和光市乳幼児医療費助成に関する条
例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市庭球場設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めること
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正す
る条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条
例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市後期高齢者医療に関する条例を定めることについて ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
和光市融資審査会条例を廃止する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改
正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

市道路線の廃止について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
市道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成19年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第6号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成19年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第3号） ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成19年度埼玉県和光市老人保健特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成19年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成19年度埼玉県和光市下水道事業特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市一般会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算 ○ ○退1 × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市老人保健特別会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市下水道事業特別会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 原案可決
平成20年度埼玉県和光市水道事業会計予算 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に
関する条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成19年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第5号） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 原案可決

聴覚障害者の方へ
本会議の傍聴を手話通訳、
要約筆記でどうぞ

　耳の不自由な方で本会議の傍聴を希望される

方には、手話通訳者または要約筆記者を手配す

ることができます。（派遣費用は無料です）

　傍聴希望の方は、あらかじめ議会事務局庶務

担当へご連絡ください。

■ファックス番号　☎ 048（463）2835

■ E-mail:gikai@city.wako.saitama.jp

緑風会
公明党
日本共産党
新しい風
和光市民ネット
和光を良くする会
社会民主党
新緑会
議長

会　派　構　成 6 月の定例会の開催予定

※正式な日程は６月３日（火）開催の議会運営委員会で決定す
る予定です。

※請願・陳情の締め切りは６月２日（月）午後３時の予定です。
　詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。
議事調査担当　☎048（464）1111（内線5225）

  5日（木）　本会議（開会）
10日（火）　本会議（議案質疑）
11日（水）　委員会
12日（木）　一般質問
13日（金）　一般質問
16日（月）　一般質問
17日（火）　一般質問
19日（木）　本会議（閉会）

6月

市議会のしおりを作成しました。
議会事務局窓口で配付しています。
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■委員長
■副委員長
■委員

編集委員会
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